
第４回真室川町庁舎建設委員会次第 

 

日 時  平成３１年１月２１日 

午後６時３０分～ 

場 所  真室川町役場 ３階会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 報 告 

 （１）新庁舎建設工事実施設計業務等経過について（資料１） 

 

 （２）新庁舎建設工事設計の概要について（資料２） 

 

 （３）新庁舎建設工事の発注方式について（資料３） 

 

 （４）今後のスケジュール 

   １／２５  新庁舎建設工事入札公告 

   １／３１  議会中継システム等入札通知 

   ２／１８  議会中継システム等入札 

   ２／２２  議会中継システム等仮契約 

   ２／２７  新庁舎建設工事入札 

   ３／ ５  新庁舎建設工事仮契約 

   ３／上旬  町議会３月定例会 

         各契約の本契約締結 

 

 （５）その他 

 

４ 閉 会 



資料1 H31.1.21第4回真室川町庁舎建設委員会

真室川町役場新庁舎建設事業実施設計策定及び関連事業等経過

年月日 会議等 協議事項等

H30.6.8 町議会全員協議会 基本設計

H30.6.11 町報号外にて概要版配布 全戸配布

H30.6.11～
　　　　6.28

住民説明会 町内９か所

H30.6.12
解体工事実施設計、
外構工事実施設計入札

H30.6.18
解体工事実施設計業務委託
契約締結

(株)羽田設計事務所（履行期限～H30.8.6）

H30.6.18
外構工事実施設計業務委託
契約締結

(株)羽田設計事務所（履行期限～H30.10.15）

H30.6.20
実施設計業務委託
契約締結

(株)羽田設計事務所（履行期限～H30.2.28）

H30.6.27
議会総務文教常任委員会
所管事務調査

新庁舎建設事業場所について

H30.7.19
遊佐町議会
庁舎建設事業視察来町

基本設計概要、住民開放他

H30.8.27 町報8月号に事業進捗状況 解体工事開始予告

H30.9.4 付属建物解体工事入札 旧水道管理棟、旧医師住宅、公用車車庫

H30.9.7 付属建物解体工事契約 (株)神室工業（工期H30.9.7～H31.3.20)

H30.9.10 区長文書にて解体工事概要周知 解体工事施工計画概要、駐車場利用制限

H30.9.14 解体工事住民説明会

H30.6.18
外構工事実施設計業務委託
変更契約締結

(株)羽田設計事務所（履行期限変更～H31.2.28）

H30.10.23 開発行為許可申請書提出 最上総合支庁建築課

H30.11.19
大蔵村議会広報特別委員会
庁舎建築事業研修来庁

住民説明会などの経過と広報について

H30.11.30 町議会全員協議会 実施設計中間案、入札発注方針

H30.12.12 平成30年第4回定例議会 新庁舎建設事業に係る債務負担行為限度額補正を議決

H31.1.21 第4回建設委員会 実施設計及び発注方針概要の説明

























資料３                                    H31.1.21第 4回真室川町庁舎建設委員会資料 

●事業者選定の方式 

本事業の限られた工期に対応するため

各工種の円滑な工程調整、周辺地域へ

の十分な配慮ができる高い施工技術力

を持ち、かつ町内・最上管内事業者の

参画が可能となる建築工事等４工種分

担の異業種事業者による特定建設工事

共同企業体を入札参加条件とする条件

付一般競争入札方式を採用する。 

 

異業種特定建設共同事業体 

建築 

工事 

電気 

工事 

機械 

工事 

土工 

・舗装 

 

●異業種ＪＶの構成員 

町入札等参加資格者名簿に登載されて

いる特定建設業許可業者のうち、新

庄・最上管内に本店又は営業所がある

山形県格付基準による建築工事Ａ等級

(A 等級と B 等級以上による甲型 JV も

可)､電気工事Ａ等級、機械工事Ａ等級

の事業者と、町内に本店又は営業所が

ある町格付基準による土木工事Ｃ等級 

以上の事業者によるものとする。 

●債務負担行為による年度内契約 

債務負担行為の設定による平成 30 年

度内の入札・契約を行う。 

 

●事業者選定の合理性 

 大規模工事のため、施工事業者選定に

は透明性・競争性の確保が求められる。 

●高い施工技術力の確保 

 制振ダンパーによる制振鉄骨構造、ボ

イラー余熱による融雪設備、公用車車

庫等の基礎を活用した法面処理等、高

い施工技術力が必要。 

●品質、騒音・安全対策の確保 

 品質の確保と工事周辺地域への騒音・

安全対策などの対応力が必要。地域経

済波及効果も求められる。 

●短い工期への対応 

 緊急保全債の適用期限と積雪期前の引

越しを考慮した 2020 年 11 月末完成の

限られた工期への対応が必要。 

●消費税率の引き上げ 

 2019 年 10 月 1 日より消費税率が 10％

に引き上げられ、2019 年 4 月 1 日以降

に締結する工事請負契約等には新税率

が適用。（影響額およそ 3,700万円） 

課  題 

事業者の選定方法 

山形県内の一般競争入札導入自治体は 68.6％ 

（未導入は本町を含めて 11団体（Ｈ30.4現在）） 

地元事業者の積極的な参画 

検討結果 

施工技術の確保 

施工実績等による施工技術力の高い事業者を

参加条件とする 

消費税率の引き上げ 

2019年 3月中に締結する工事請負契約、工事監

理業務委託契約には旧税率（8％）が適用 

検討の方向性 

騒音・安全対策、工期への対応 

施工技術力の高い事業者による各工種一連の工

程調整が必要 


